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放送に係る外資規制の実効性確保に向けた当面の対応（案）

１．方向性

２．スケジュール

令和３年 ７月５日 第２回検討会（当面の対応の方向性）

７月下旬～８月上旬 第３回検討会（政令・省令改正の概要）

８月～９月 意見募集

10月頃 意見募集結果の公表

11月頃 閣議請議（政令改正のみ）

12月頃 公布・施行

現行制度の課題 対応の方向性 改正の対象

認定基幹放送事業者・認定放送持株会社の外

資比率・役員の国籍を定期的に把握・検証する

ための総務大臣の権限が定められていない。
※ 特定地上基幹放送事業者・基幹放送局提供事業者に対し

ては、電波法に基づく報告徴収権あり

総務大臣が認定基幹放送事業者・認定放送持

株会社に対し資料の提出を求めることができる

事項として、外資比率・役員の国籍に関する事

項を規定

政令

放送法施行令

基幹放送事業者・認定放送持株会社の認定・

免許の申請に当たって提出する申請書・添付書

類について、外資比率が規制の範囲内であること

を把握・検証可能な様式となっていない。

申請書・添付書類の様式を変更
省令

放送法施行規則
無線局免許手続規則
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（参考１）資料の提出に関する現行制度

放
送
法

（資料の提出）
第百七十五条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事
業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社
に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。

放
送
法
施
行
令
（
政
令
）

（資料の提出）
第八条 法第百七十五条（略）の規定により総務大臣が協会、放送事業者（略）、基幹放送局提供
事業者、媒介等業務受託者（略）又は有料放送管理事業者（略）に対し資料の提出を求めること
ができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 協会 （略）
イ 法第五条第一項（略）に規定する番組基準及び法第六条第三項（略）に規定する放送番
組の編集に関する基本計画に関する事項

ロ 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じ
た措置に関する事項

ハ 法第九条第一項（略）の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項
ニ～チ （略）

二 学園 （略）
三 基幹放送事業者（略） 次に掲げる事項（略）
イ 第一号イ及びロに掲げる事項
ロ 第一号ハに掲げる事項
ハ 法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
ニ 法第百四十七条第一項に規定する有料放送（略）を行う基幹放送事業者にあつては、（略）
に関する事項

四 一般放送事業者 （略）
五 基幹放送局提供事業者 （略）
六 媒介等業務受託者 （略）
七 有料放送管理事業者 （略）

２ （略）

【課題①】
認定放送持株会社に対し資料の提出を
求めることができる事項が定められていない。

【課題②】
基幹放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項
として外資比率・役員の国籍に関する事項が定められていない。
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（参考２）現行の申請書・添付資料の様式

地上基幹放送事業者 衛星基幹放送事業者

○放送法施行規則（省令）別表第七の一号（抜粋） ○放送法施行規則（省令）別表第七の二号（抜粋）

【課題①】
申請書・添付書類に外資比率が規制の範囲内で
あることを把握可能な表が設けられていない。

【課題②】
外資比率が規制の範囲内であることを把握可
能な表は設けられているものの、外資比率の
計算の過程を検証可能なものになっていない。
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